
２ 整備すべき公共施設・
その他公益的施設に
関する事項

（方針図２）

《交通動線の整備》
　市街地の更新にあわせた安全な街区の形成及び地区内の円滑な交通処理と回遊性の高い歩行者空間の形成に資する道路ネットワー

クを、交通動線として確保する。特に、主要交通動線については、駅南口と西 3・4・21 号線を連絡する主要な歩行者・自動車ネットワー

クとして、安全かつ快適な歩行者環境の整備を図る。

《歩行者動線、歩行者デッキの整備》
　駅利用者のアクセス性と利便性の向上を図るため、駅前広場を中心に放射状に広がる歩行者動線を確保し、歩道状空地や貫通通路

の整備によりその機能の充実を図る。また、より利便性の高い動線の確保と一体的な駅前空間の創出を図るため、歩行者デッキの整

備を誘導する。

《公開空地の整備》
　地区の環境向上に資する公開空地として、交通動線及び歩行者動線を補完する歩道状空地、貫通通路の整備とともに、駅前広場、

交通動線及び歩行者動線との一体性や周辺の居住環境に配慮した広場状空地の整備を誘導する。このうち、広場状空地については、

センターゾーンＡにおいて敷地面積 1,000 ㎡以上の規模を有する場合、原則として設けることとする。

《駐車・駐輪施設の整備》
　駅利用者及び商店街利用者の利便性を確保するため、拠点連携ゾーンＢにおいて、一般公共の用に供される駐車・駐輪施設の整備

を誘導する。また、地区全体の快適な買い物環境の形成を図るため、商業施設における附置義務台数以上の駐輪施設の整備を誘導する。

３ 土地の区画形質の変更
に 関する基本的事項

（１）敷地統合、共同建替えの誘導
　良好な街並み景観の形成、土地の合理的な利用を図るため、西 3・4・21 号線の整備により発生する残地の統合、敷地統合、共同

建替えを誘導する。尚、敷地統合の規模は以下を目標とする。

　センターゾーンＡ：1,000 ㎡以上、センターゾーンＢ：500 ㎡以上、拠点連携ゾーンＡ：300 ㎡以上、拠点連携ゾーンＢ：500 ㎡以上
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